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第
１
回　

三
重
大
学
発

　

産
学
官
連
携
セ
ミ
ナ
ー

　
　
　
　
　

  

本
庁
商
工
政
策
課

　

三
重
大
学
伊
賀
研
究
拠
点
の
設

置
に
向
け
て
産
学
官
の
連
携
を
深

め
、
本
拠
点
設
置
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

活
性
化
と
共
同
研
究
の
促
進
を
図

る
た
め
に
「
第
１
回
三
重
大
学
発
産

学
官
連
携
セ
ミ
ナ
ー
２
０
０
７
in

伊
賀
」
を
開
催
し
ま
す
。

【
と　

き
】

　

11
月
７
日
㈬　

午
後
２
時
～

【
と
こ
ろ
】

　

上
野
フ
レ
ッ
ク
ス
ホ
テ
ル

【
内　

容
】

基
調
講
演
①

　
『
環
境
問
題
と
国
際
政
治
』

　

中
部
大
学　

総
合
工
学
研
究
所

　
　
　
　

教
授　

武
田
邦
彦
さ
ん

基
調
講
演
②

　
『
健
康
が
す
べ
て
で
は
な
い
。

し
か
し
健
康
が
な
け
れ
ば
、
す
べ

て
は
な
い
。
︲
健
康
増
進
・
疾
病

予
防
の
鍵
は
、
活
性
酸
素
の
消
去

と
ス
ト
レ
ス
解
消
︲
』

三
重
大
学
大
学
院
生
物
資
源
学
研

究
科　

分
子
細
胞
生
物
学
分
野

　
　
　
　
　

教
授　

田
口
寛
さ
ん

三
重
大
学
伊
賀
研
究
拠
点
機
能
説

明三
重
大
学
大
学
院
生
物
資
源
学
研

究
科　

海
洋
微
生
物
学
分
野

　
　
　
　

教
授　

前
田
広
人
さ
ん

知
事
と
語
ろ
う

　
　
　
　

本
音
で
ト
ー
ク

　
　
　
　
　

  

本
庁
広
聴
広
報
課

　

三
重
県
知
事
が
県
内
の
市
・
町

に
出
向
い
て
皆
さ
ん
と
語
り
合
う

「
知
事
と
語
ろ
う
本
音
で
ト
ー
ク
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

本
年
度
、
伊
賀
管
内
で
は
10
月

21
日
㈰
午
後
１
時
か
ら
、
名
張
産

業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
ア
ス
ピ
ア
）

で
「
若
者
を
取
り
巻
く
問
題
」
を

テ
ー
マ
に
若
者
の
社
会
参
画
に
つ

い
て
意
見
交
換
し
ま
す
。

　

事
前
に
テ
ー
マ
に
関
す
る
ご
意

見
を
い
た
だ
け
る
方
は
、市
役
所
、

県
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
あ
る
チ
ラ

シ
裏
面
の
様
式
で
、
実
施
日
の
１

週
間
前
ま
で
に
、
お
送
り
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

三
重
県
広
聴
広
報
室

　

☎
０
５
９
・
２
２
４
・
２
１
４
０

　
　
　
　
　

koho@
pref.m

ie.jp
三
重
県
若
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

ア
ス
ト
津
３
階
に
オ
ー
プ
ン

　
　
　
　
　

  

本
庁
商
工
政
策
課

　

仕
事
に
就
く
こ
と
へ
の
不
安
や

人
と
話
す
の
が
苦
手
な
ど
の
理
由

で
社
会
に
一
歩
を
踏
み
出
せ
な
い

皆
さ
ん
。
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
に
声

を
か
け
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
悩
む

保
護
者
の
皆
さ
ん
。
県
で
は
そ
ん
な

皆
さ
ん
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る

体
制
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
県
政
だ
よ
り
み
え

９
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
相
談
時
間
】　

午
後
１
時
～
７
時

＊
土
日
曜
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

【
問
い
合
わ
せ
】

三
重
県
若
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
９
・
２
４
６
・
１
２
１
２

　
　

 w
akam

ono@
pref.m

ie.jp

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　
　
　
　
　

  

本
庁
健
康
保
健
課

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
水
色
）

の
有
効
期
限
は
、
９
月
30
日
㈰
で

す
。
10
月
１
日
㈪
か
ら
の
被
保
険

者
証
は
９
月
20
日
㈭
過
ぎ
に
配
達

記
録
郵
便
で
お
届
け
し
ま
す
。

◆
ひ
と
り
に
一
枚
の
被
保
険
者
証

を
交
付
し
ま
す

　

今
ま
で
は
一
世
帯
に
つ
き
一
枚

の
被
保
険
者
証
で
し
た
が
、
加
入

者
ご
と
に
カ
ー
ド
化
さ
れ
た
被
保

険
者
証
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、

世
帯
で
国
民
健
康
保
険
に
４
人
の

方
が
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

４
枚
の
被
保
険
者
証
を
お
届
け
し

ま
す
。

◆
被
保
険
者
証
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、
住

所
・
氏
名
な
ど
に
誤
り
が
な
い
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
も
し
、
記
載

内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
や
被

保
険
者
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、

本
庁
健
康
保
険
課
ま
た
は
各
支
所

健
康
福
祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
有
効
期
限
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

有
効
期
限
は
原
則
１
年
（
平
成

20
年
９
月
30
日
ま
で
）
で
す
が
、

国
の
医
療
制
度
改
正
に
よ
り
平
成

20
年
４
月
１
日
か
ら
、
次
の
方
の

有
効
期
限
は
平
成
20
年
３
月
31
日

ま
で
と
な
り
ま
す
。

①
75
歳
以
上
の
方

➡
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が

施
行
さ
れ
る
た
め

②
65
歳
以
上
の
退
職
者
医
療
被
保

険
者
の
方

➡
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に

な
る
た
め

◆
被
保
険
者
証
用
カ
ー
ド
ケ
ー
ス

と
期
限
切
れ
の
被
保
険
者
証
は

　

期
限
切
れ
の
被
保
険
者
証
は
、

本
庁
健
康
保
険
課
ま
た
は
各
支
所

健
康
福
祉
課
へ
お
戻
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
カ
ー
ド
ケ
ー
ス
お
よ
び

臓
器
提
供
意
思
表
示
シ
ー
ル
を
担

当
窓
口
で
用
意
し
て
い
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
修
学
中
な
ど
の
被
保
険
者
の
方

の
手
続
き
は

　

個
人
ご
と
の
被
保
険
者
証
に
変

更
に
な
っ
た
こ
と
で
、従
前
の
㊫
・

　

の
様
式
が
廃
止
に
、
ま
た　

の

申
請
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

●
お
知
ら
せ

　

国
の
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
75
歳
以

上
の
す
べ
て
の
方
（
65
歳
以
上
で

一
定
の
障
が
い
が
あ
り
制
度
に
加

入
さ
れ
る
方
を
含
み
ま
す
）
を
対

象
と
す
る
独
立
し
た
高
齢
者
医
療

制
度
と
し
て
新
た
に
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」が
施
行
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
健
康
保
険
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
５
９

遠

遠

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
商
工
政
策
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
７
２

伊
賀
鉄
道
開
業
記
念
式
典

　
　
　
　
　

  

本
庁
企
画
調
整
課

　

伊
賀
鉄
道
開
業
を
記
念
し
て
式

典
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
伊
賀
鉄
道

開
業
の
瞬
間
に
、
ぜ
ひ
お
立
会
い

く
だ
さ
い
。

【
と　

き
】　

10
月
１
日
㈪

　

午
前
９
時
50
分
～
10
時
34
分

【
と
こ
ろ
】　

伊
賀
鉄
道
上
野
市
駅

【
内　

容
】　

①
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ア

テ
ン
シ
ョ
ン
（
祝
賀
太
鼓
）
②
開

業
式
典（
あ
い
さ
つ
、ヘ
ッ
ド
マ
ー

ク
贈
呈
）③
出
発
式（
テ
ー
プ
カ
ッ

ト
、
記
念
電
車
出
発
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
企
画
調
整
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
２
１
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『
10
月
１
日
か
ら
７
日
は

　
　
「
公
証
週
間
」
で
す
』

　
　
　
　
　

  

本
庁
市
民
生
活
課

労
働
審
判
制
度
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

  

本
庁
総
務
課

　

平
成
18
年
４
月
か
ら
、
労
働
関

係
に
関
す
る
紛
争
を
迅
速
か
つ
適

正
に
処
理
し
、
実
効
的
な
解
決
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
労
働
審

判
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

労
働
審
判
手
続
き
は
、
個
々
の

労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
生
じ

た
労
働
関
係
に
関
す
る
紛
争
に
つ

　

お
金
を
貸
し
た
り
、
不
動
産
を

売
っ
た
り
、
貸
し
た
り
す
る
と
き

は
契
約
書
を
作
り
ま
す
。
し
か
し
、

せ
っ
か
く
書
類
を
作
成
し
て
も
、
後

に
な
っ
て
契
約
し
た
覚
え
が
な
い
、

内
容
が
お
か
し
い
な
ど
と
い
う
紛

争
が
生
じ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り

け
ん
ぱ
く
の
移
動
展
示

︲
と
な
り
に
あ
る
自
然
を
さ
が
そ
う
︲

　
　
　

  

教
育
委
員
会
文
化
財
室

【
と　

き
】

　

10
月
３
日
㈬
～
28
日
㈰

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

【
と
こ
ろ
】

　

上
野
歴
史
民
俗
資
料
館

【
主
な
展
示
物
】

・
百
永
章　

植
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

・
服
部
哲
太
郎　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

・
筒
井
養
之
助　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

・
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ（
標
本
）

・
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
（
標
本
）

・
フ
ァ
ウ
ナ
ヤ
ポ
ニ
カ
（
資
料
）

【
入
場
料
】　

無
料

【
主　

催
】　

三
重
県
立
博
物
館

　皆さんに日ごろなじみの薄い刑務所など、矯正
行政への理解を深めていただくため、第２１回三
重矯正展を開催します。
　当日は、受刑者が社会復帰の願いを込めて製作
した刑務所作業製品の展示・即売や、パネルなど
の資料展示、性格検査、各種アトラクションなど
が行われます。
　入場は無料です。１日限りの開催ですので、皆
さんのご来場をお待ちしています。

●◦と　き◦●
　９月２９日（土）午前 9時 30分～午後 4時
●◦ところ◦●
　三重刑務所（津市修成町１６－１）
●◦内　容◦●
1展示・即売　北海道から沖縄まで全国の刑務所
で作られた製品
❖家具関係　食器棚、ダイニングテーブル、書棚、
洋服タンス、整理タンスなど
❖小物関係　セカンドバッグ、ほうき、置物、花
台、踏み台、碁盤、将棋盤、味噌、しょう油、陶
器、七宝焼、バーベキューコンロ、植木鉢台、便
せん、封筒、枕カバー、羽毛布団、ポーチ、くみ
ひもなど
2施設見学
　受付時間・定員については、当日会場でご案内
します。
3各種パネル展示
4性格検査体験コーナー
5模擬店、バザー
　三重県更生保護女性連盟のバザー、いきいき野
菜土

ドーム

夢の野菜直売、津岩田郵便局の記念切手販売
など
6アトラクションなど
❖伝統工芸いがくみひも体験コーナー❖教えて！
裁判員制度（津地方検察庁）❖応援団ステージ（三
重大学体育会応援団）❖二胡演奏（愛知大学二胡
部）❖ミニ電気機関車・北斗星の試乗（津工業高
等学校）❖ブラスバンド演奏（橋南中学校）❖よ
さこい踊り（藤水小学生）❖マジックショー、竹
細工など
●◦共　催◦●
　三重刑務所、宮川医療少年院、津少年鑑別所
●◦後　援◦●　三重県、津市、津保護観察所、
三重県更生保護女性連盟
●◦問い合わせ◦●　三重刑務所企画部門（作業）
　☎０５９－２２６－９１４４

第 21 回 三重矯正展第 21 回 三重矯正展

い
て
、
裁
判
官
で
あ
る
労
働
審
判

官
と
労
働
関
係
に
関
す
る
専
門
的

な
知
識
経
験
の
あ
る
労
働
審
判
員

２
人
で
組
織
す
る
労
働
審
判
委
員

会
が
、
原
則
と
し
て
３
回
以
内
の

期
日
で
審
理
し
、
適
宜
調
停
を
試

み
、
調
停
が
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば

労
働
審
判
を
行
い
ま
す
。

　

労
働
審
判
制
度
の
開
始
後
、
相

当
数
の
事
件
で
調
停
が
成
立
す

る
な
ど
、
労
働
関
係
に
関
す
る
紛

争
が
労
働
審
判
手
続
き
の
申
し
立

て
を
契
機
と
し
て
解
決
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、労
働
審
判
手
続
き
で
は
、

当
事
者
が
早
期
に
的
確
な
主
張
・

立
証
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る

た
め
、
制
度
の
利
用
に
当
た
っ
て

ま
せ
ん
。
遺
言
書
に
つ
い
て
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
書
類
は
、

「
公
正
証
書
」に
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。公
正
証
書
に
は
、法
律
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
力
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
紛
失
や
、
知
ら
な
い
う
ち

に
書
き
換
え
ら
れ
る
心
配
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

公
正
証
書
に
つ
い
て
の
相
談

は
、
無
料
で
す
。
ま
た
、
そ
の
内

容
を
他
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
、

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

上
野
公
証
役
場

（
上
野
丸
之
内
55
番
地　

丸
ビ
ル

３
階
）

　
　
　
　
　
　

☎
23
・
６
５
４
９

は
、
必
要
に
応
じ
て
、
法
律
の
専

門
家
で
あ
る
弁
護
士
に
相
談
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

津
地
方
裁
判
所
民
事
部

　

☎
０
５
９
・
２
２
６
・
４
８
１
４

【
共　

催
】

　

伊
賀
市
教
育
委
員
会

　

㈶
伊
賀
市
文
化
都
市
協
会

【
問
い
合
わ
せ
】

　

教
育
委
員
会
文
化
財
室

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
８
１


